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大臣確認工場のFAMICホームページへの掲載

① トップページの「飼料」のタブより、「製造基準適合確認事業場」に進ん
でください。 http://www.famic.go.jp/

ここをクリック
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大臣確認工場のFAMICホームページへの掲載

② 「１ 製造基準適合確認事業場（動物由来たん白質等」の「製造に係る
もの」に進んでください。

ここをクリック 2



大臣確認工場のFAMICホームページへの掲載

③ 「製造基準適合確認事業場一覧」の「１ 製造に係るもの」が表示され、
大臣確認を取得したレンダリング工場及び飼料工場の名称、確認年月
日等を確認することができます。

※ 製造品目の「Ｂ飼料」とは、馬、豚、鶏、うずら又は養殖水産動物を対象とする飼料を意味します。
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肉骨粉に添付する供給管理票についてのお願い

牛肉骨粉の大臣確認を受けた

製造ラインで製造した製品※には

必ず『牛肉骨粉・血粉等供給管理票』を

添付してください。

※ 牛由来の原料を使用していない場合であっても、
必ず『牛肉骨粉・血粉等供給管理票』を
添付してください。

4



複数の肉骨粉等を製造するレンダリング施設の例

〇 健康牛ライン ⇒ 牛肉骨粉・血粉等供給管理票
（牛肉骨粉の大臣確認を受けた製造ライン）

〇 鶏豚ライン ⇒ 肉骨粉等供給管理票

（豚鶏肉骨粉の大臣確認を受けた製造ライン）

〇 食用油脂（肉粉）ライン ⇒ 肉粉等供給管理票
（ペットフード用肉粉の理事長確認を受けた製造ライン）
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供給管理票一覧

⽜⾁⾻粉の⼤⾂確認
を受けた製造ライン

鶏豚⾁⾻粉の⼤⾂確認
を受けた製造ライン

ﾍﾟｯﾄﾌｰﾄﾞ⽤⾁粉の
理事⻑確認

を受けた製造ライン

⽜⾁⾻粉・⾎粉等供給管理票 ⾁⾻粉等供給管理票 ⾁粉等供給管理票
牛肉骨粉・血粉等供給管理票 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

牛肉骨粉・血粉等供給

業者の氏名又は名称及

び住所 

○○○○株式会社 

東京都○○区○○町○丁目○番○号 

 

   管理者の職名・氏名      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製造事業場の名称及び

住所 

○○○○株式会社○○工場 

○○県○○市○丁目○番○号 

供給する牛肉骨粉・血

粉等の種類 
肉骨粉 

供給する牛肉骨粉・血

粉等の名称 
○○○○○ 

出荷年月日 ○○年○○月○○日 

荷姿、出荷数量 
５００ｋｇＴＢ袋、２袋 

計 １，０００ｋｇ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受入年月日 ○○年○○月○○日 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

荷姿、荷受数量 
５００ｋｇＴＢ袋、２袋 

計 １，０００ｋｇ 

荷受業者の 

氏名又は名称及び住所 

○○○○株式会社 

東京都○○区○○町○丁目○番○号 

   管理者の職名・氏名      

  

 

 

肉骨粉等供給管理票 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

肉骨粉等供給業者の 

氏名又は名称及び住所 

○○○○株式会社 

東京都○○区○○町○丁目○番○号 

 

   管理者の職名・氏名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製造事業場の名称及び

住所 

○○○○株式会社○○工場 

○○県○○市○丁目○番○号 

供給する肉骨粉等の種

類 
豚肉骨粉 

供給する肉骨粉等の名

称 
○○○○○ 

出荷年月日 ○○年○○月○○日 

荷姿、出荷数量 
５００ｋｇＴＢ袋、２袋 

計 １，０００ｋｇ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受入年月日 ○○年○○月○○日 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

荷姿、荷受数量 
５００ｋｇＴＢ袋、２袋 

計 １，０００ｋｇ 

荷受業者の 

氏名又は名称及び住所 

○○○○株式会社 

東京都○○区○○町○丁目○番○号 

 

   管理者の職名・氏名 

  

 

 6



牛肉骨粉及び肉粉の
飼料・ペットフード原料としての利用に必要な手続き

FAMIC理事長の
確認手続

農林水産大臣の
確認手続

用途種類

－必要飼料

牛肉骨粉

－必要※１ペットフード
（12月26日再開）

手続きなし必要
（牛肉骨粉扱い）

飼料牛の
食用脂肪由来の

肉粉 必要※２手続きなしペットフード

（※１）飼料用としての大臣確認を受けた場合は、ペットフード用としても
出荷可能です。（FAMIC理事長確認の手続きは不要）

（※２）引き続き、『ペットフード用肉粉等供給管理票』を利用される場合
は、FAMIC理事長確認を受ける必要があります。
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